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１．補足給付の事務運用の現状について
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補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み (現行)

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

基準費用額

（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））※短期入所生活介護等（日額）

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

食費 1,445円 （4.4万円） 300円 （0.9万円）

【300円】

390円 （1.2万円）

【600円（1.8万円）】

650円 （2.0万円）

【1,000円（3.0万円）】

1,360円（4.1万円）

【1,300円（4.0万円）】

居
住
費

多床室 特養等 915円 （2.8万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

老健・医療院
（室料を徴収する場合）

697円 （2.1万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

老健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

437円 （1.3万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

従来型
個室

特養等 1,231円 （3.7万円） 380円 （1.2万円） 480円 （1.5万円） 880円 （2.7万円） 880円 （2.7万円）

老健・医療院等 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

ユニット型個室的多床室 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

ユニット型個室 2,066円 （6.3万円） 880円 （2.6万円） 880円 （2.6万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

利用者負担段階
主な対象者

預貯金額（夫婦の場合）（※）

第1段階

・ 生活保護受給者 要件なし

・ 世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村民税非課税である
老齢福祉年金受給者

1,000万円（2,000万円）以下

第2段階
・世帯全員が
市町村民税
非課税

年金収入金額（※）＋合計所得金額が80.9万円以下 650万円（1,650万円）以下

第3段階① 年金収入金額（※）＋合計所得金額が80.9万円超～120万円以下 550万円（1,550万円）以下

第3段階② 年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超 500万円（1,500万円）以下

第4段階
・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者

【】はショートステイの場合

○ 食費・居住費について、利用者負担第１～第３段階➁の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。

○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護（予防）サービス費として給付。

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。
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＜万人＞

（注）表の認定者数は居住費に係る認定者数。境界層認定の関係で、食費
に係る認定数と居住費に係る認定数に若干の相違がある。

出典：令和５年度介護保険事業状況報告年報

（参考） 補足給付の認定者数と給付費

（１）認定者数（令和５年度末） （２）給付費（令和５年度） ＜百万円＞

食費 128,239

介護老人福祉施設 74,972

介護老人保健施設 33,196

介護療養型医療施設 454

介護医療院 4,340

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

7,036

短期入所生活介護 7,798

短期入所療養介護（老健） 425

短期入所療養介護（病院等） 14

短期入所療養介護（介護医療院） 4

居住費（滞在費） 110,437

介護老人福祉施設 80,119

介護老人保健施設 7,651

介護療養型医療施設 59

介護医療院 648

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

10,599

短期入所生活介護 11,117

短期入所療養介護（老健） 237

短期入所療養介護（病院等） 4

短期入所療養介護（介護医療院） 2

合 計 238,676

合計 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

合計 87.4 7.7 9％ 24.7 28％ 18.9 22％ 36.2 41％

介護老人
福祉施設

26.7 1.9 2％ 8.1 9％ 6.1 7％ 10.6 12％

介護老人
保健施設

11.5 1.0 1％ 3.2 4％ 2.5 3％ 4.8 5％

介護療養型
医療施設

0.3 0.0 0％ 0.1 0％ 0.1 0％ 0.1 0％

介護医療院 1.3 0.1 0％ 0.3 0％ 0.3 0％ 0.5 1％

地域密着型
老人福祉施設

2.1 0.1 0％ 0.6 1％ 0.4 0％ 1.0 1％

短期入所
生活介護等

45.5 4.5 5％ 12.2 14％ 9.6 11％ 19.2 22％
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補足給付について

○ 補足給付は、低所得者を対象とした福祉的な給付との位置づけであり、認定者数は、約90万人（令和５年度）。

○ 事務フローとしては、被保険者からの申請を受け、保険者（市町村）において世帯状況・所得及び資産状況の把握を行い、各
要件（世帯の課税状況・年金収入金額及び合計所得の合計額・預貯金額）を満たすかの判定を実施。預貯金等の額が真正
なものか確認するため、必要に応じて、金融機関への照会を実施。要件を満たしている場合に、認定証を作成・交付。

※ 自己申告をベースとして、不正が検知された場合には加算金を課す規定を整備

補足給付事務の主な流れ

被保険者 介護保険者
（市町村）

②世帯状況・所得
及び資産状況の
把握

金融機関

①申請

③各要件判定・
事務処理
（システム入力等）

預貯金等照会

回答

④認定証交付

5



調査項目 回答 項目の説明

①負担限度額認定の申請件数 1,110,269 件（人）
令和６年８月１日現在、負担限度額認定の申請のうち、令和５年８月１日～
令和６年７月31日を有効期限とするものに係る申請（新規申請及び更新申
請）の実件数（対象期間中の死亡・転居数を含む）

①のうち認定件数 1,069,925 件 （96.4％） ①の申請のうち負担限度額の認定を行った実件数

②金融機関への照会

ア：被保険者数 28,949 人 ①の申請のうち令和６年４月１日現在で照会を行った被保険者数

イ：照会件数 149,815 件
①の申請のうち令和６年４月１日現在で照会を行った件数
（金融機関に提出した照会の件数、３つの申請それぞれについて５つの金融機関
に照会を行った場合は、１５件。）

ウ：不承認とした件数 2,860 件（人） 照会の結果に基づき、負担限度額認定を不承認とした件数

③徴収金を徴収した 38 /1571 保険者（2.4%）
令和5年度中に特定入所者介護（介護予防）サービス費を給付した場合におい
て、介護保険法第22条第1項に基づき徴収金を徴収した保険者数

③のうち実施件数 129 件数

④負担限度額認定申請の有効期限を２年とする運用の実施 38 保険者 有効期限を２年とする取扱いを行った保険者数

令和６年度介護保険事務調査の結果（補足給付関係）

○ 毎年度、介護保険の全保険者（1,571）に対し、保険料徴収や要介護認定調査の状況等についてアンケート調査を実施しているもの。（回答率100％）

○ 当該調査のうち、補足給付の事務に関係する調査結果については下表のとおり。
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補足給付における保険者事務の負担の軽減について

上記１及び２の内容を念頭に、市町村や関係者の意見を丁寧に聞きつつ、補足給付における保険者事務の負担軽
減について、今後も検討事項とすることが必要ではないか。 7

６月 ８月

前年度の利用者に

申請勧奨

７月

所得決定後、申請を受け、

申請者の所得や預貯金の

審査・判定

認定証の

切り替え

※新規判定者は、要介護認定時に都度認定・送付

６月 10月７月

所得決定後、申請を受け、申請者

の所得や預貯金の審査・判定

認定証の

切り替え

※新規判定者は、要介護認定時に都度認定・送付

<見直し後のイメージ>

８月

１．負担限度額認定証の切り替え時期の後ろ倒しによる事務負担の平準化

○ 補足給付の事務では、毎年、前年度の利用者に申請勧奨を行い、前年度の所得が判明する６月から負担限度額認定証
が切り替わる８月までの間に、申請を受け付け、所得や預貯金額等の審査・判定を行っており事務が集中。

○ このため、例えば、負担限度額認定証の切り替え時期を10月とし、所得や預貯金額等の審査・判定事務の負担を平準化す
ることが考えられるのではないか。

２．預貯金等の確認事務の効率化

○ 令和３年の地方分権提案にて、預貯金等の変動により対象外となる件数が少ない一方、毎年の確認が申請者及び保険
者の大きな負担になっていることから、負担限度額認定証の有効期間を２年とする提案がなされている。

○ これを受け、令和３年度に、地域の実情に応じて市区町村の判断により有効期限の設定が可能であること等を明確化
したが、こうした経緯を踏まえ、例えば、預貯金等の確認を２年に１度とすることや、新規判定と定期判定とで確認事
務の内容を変える等により、預貯金等の確認事務の効率化が考えられるのではないか。ただし、見直しによって事務が
複雑化し、かえって事務負担の増加につながることがないよう留意する必要がある。

前年度の利用者に申請勧奨

（所得決定後に行いやすくなる）

社会保障審議会
介護保険部会（第133回） 参考資料

令和７年12月25日
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第７回 事業者のデジタル化等
に係る関係省庁等連絡会議

資料４

（デジタル庁
提出資料）令和７年２月14日
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第７回 事業者のデジタル化等
に係る関係省庁等連絡会議

資料４

（デジタル庁
提出資料）令和７年２月14日



預貯金照会のオンライン化の拡大に係る共通化推進方針
（令和７年６月２日決定 デジタル庁、警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省）
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４．今後の対応策
（１）地方自治体におけるオンライン照会サービス等の利用促進 令和元年に、「金融機関×行政機関の情報連携検討会」において、民間事

業者によるオンライン照会サービス等を活用してデジタル化を推進する方針が示され、この方針を踏まえ、「デジタル社会の実現に向け
た重点計画」においても「書面を前提とした照会・回答内容や業務フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適
正な行政事務の遂行を図る」こととされたことを受け、関係機関が連携して取組を進め、一定の業務効率化の効果を出していることから、
引き続き、民間事業者によるオンライン照会サービス等を活用して、自治体における照会ニーズ及び政策効果が高い分野から順次、デジ
タル化を推進することとする。その上で、これらの進捗を踏まえ、その他業務での当該サービス等の利用の必要性について、デジタル庁
は制度所管省庁と連携し検討する。

この際、預貯金照会業務のデジタル化に関する情報やオンライン照会サービスに関する情報の不足を理由に地方自治体における利用の
検討が着手できない、進まないといった課題があることから、デジタル庁と制度所管省庁が連携し、地方自治体に対し、令和３年（2021 
年）に、金融機関×行政機関の情報連携検討会の下の課題検討ワーキング・グループにおいて整理した事項や金融機関への照会ルールの
対応を省力化できるサービスの活用などを含め、必要な情報提供を行うこととする。あわせて、地方自治体からのサービス機能改善を求
める声を丁寧に聞くとともに、預貯金照会サービスの利用拡大に向けて、ベンダと対話を重ねていく。

また、オンライン照会サービスの利用率が高い地方税については、総務省が預貯金照会業務のデジタル化の推進に関する通知を発出し、
これを契機にオンライン照会サービスの利用を開始した地方自治体が多数あり、制度所管省庁からの通知が非常に有効であることが確認
できている。このため、デジタル庁と制度所管省庁が連携し、地方自治体に対し、預貯金照会業務におけるデジタル化やデジタル化を前
提とした BPR の検討の呼びかけを行うこととする。生活保護及び介護保険分野では、厚生労働省と一般社団法人全国銀行協会等が協議し、
地方自治体及び金融機関双方の事務負担に配慮するため、預貯金照会を行う際に金融機関の支店ごとに照会するのではなく、本店等へ一
括で照会することを基本とすることを合意し、地方自治体に対しその実施要領の通知を実施している。当該通知においてはデジタル化に
は言及がないものの、地方自治体及び金融機関双方の事務負担軽減のために関係者が協働した好事例であり、預貯金照会業務のデジタル
化についてもこれを参考に取り組むこととする。

また、特に小規模の地方自治体においては、単独では費用対効果の観点からオンライン照会サービスの利用を断念せざるを得ない場合
もあるところ、介護保険分野においては、広域連合を組成して介護保険制度の運用を行っている地方自治体もある。オンライン照会サー
ビスの共同利用についてもこれを参考に検討を行う。

（２）金融機関等におけるオンライン照会サービス活用促進金融機関がシステムの整備計画等を踏まえながら、段階的に預貯金照会業務のデ
ジタル化を推進することで、金融機関の負担軽減を図るため、デジタル庁と金融庁は、業界団体と連携し、金融機関に対し、令和３年
（2021 年）に、金融機関×行政機関の情報連携検討会の下の課題検討ワーキング・グループにおいて整理した事項を含め、必要な情報提
供を継続して実施する。

（３）フォローアップ
デジタル庁は、各府省庁 DX 推進連絡会議や事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議等において、「３．今後の対応策」に記

載の取組を関係省庁等と共有するとともに、その進捗の確認（フォローアップ）を行うこととする。



2021年4月1日

２．介護保険部会等におけるこれまでの議論について
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Ⅰ．今後の基本的な方向性

２．このため、全世代型社会保障を構築する観点から、「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和４年12月16日全世代型社会保障構
築会議。以下「報告書」という。）で示された、以下の「全世代型社会保障の基本理念」に基づき、社会保障の制度改革やこれを通じ
た歳出の見直しに取り組むこととする。

（１）「将来世代」の安心を保障する
「全世代型社会保障」とは、全ての世代にとって安心できる社会保障である。この「全世代」は、これから生まれる「将来世代」も

含むものとして考える必要がある。将来にわたって社会保障制度を持続させるためには、負担を将来世代へ先送りせず、同時に、社会
保障給付の不断の見直しを図る必要がある。

（２）能力に応じて、全世代で支え合う
「全世代型社会保障」は、年齢に関わりなく、全ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによって、それぞれの人生の

ステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供されることを目指すものであり、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心となって
いるこれまでの社会保障の構造を見直していく必要がある。

（３）個人の幸福とともに、社会全体を幸福にする
社会保障は、元来、個人の力だけでは備えることに限界がある課題や、リスク、不確実性に対して、社会全体での支え合いによって、

個人の幸福増進を図るためのものであるが、同時に、社会全体も幸福にするものであり、社会的に大きな効果をもたらすものである

（４）制度を支える人材やサービス提供体制を重視する
今後、労働力が更に減少していく中で、人材の確保・育成や働き方改革、経営情報の見える化と併せた処遇改善、医療・介護現場の

生産性の向上、業務の効率化がますます重要になってくる。その上で、医療・介護などのサービス提供体制については、機能分化と連
携をより一層進め、国民目線での改革に取り組むことが重要となる。

（５）社会保障のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に積極的に取り組む
データの連携、総合的な活用は、社会保障の各分野におけるサービスの質の向上等に重要な役割を果たすものである。また、幅広い

主体によって保有される関係データを連携し、活用を推進することによって、個別の社会保障政策におけるＥＢＰＭの実現を目指す必
要がある。あわせて、デジタル技術の積極的な導入によって、給付に要する事務コストを大幅に効率化するとともに、プッシュ型によ
る現金給付や個別サービスの提供を行える環境を整備していくことが重要である。こうしたことを含め、社会保障全体のＤＸを進める
べきである。

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）①
（令和５年12月22日閣議決定）（抄）
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◆ 医療・介護保険における金融所得の勘案

・ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所得の反映の在り方について、税制における確定

申告の有無による保険料負担の不公平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も踏まえつつ、

検討を行う。

◆ 医療・介護保険における金融資産等の取扱い

・ 預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、資産運用立国に向けた取組や国民の安定的な金融資産形成の促進などに

も配慮しながら、医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う。介護保険の補足給

付の仕組みがあるところ、医療保険では、保険給付と補足給付の仕組みの差異や、加入者数が多く保険者等の事務負担をどう考え

るかといった指摘があることも踏まえ、検討を行う。

◆ 医療・介護の３割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等

・ 年齢に関わりなく、能力に応じて支え合うという観点から、医療における「現役並み所得」の判断基準の見直し等について、検討

を行う。「現役並み所得」の判断基準や基準額の見直しに当たっては、現役世代の負担が増加することや、2022年10月に施行され

た後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し（一定以上所得のある者への２割負担の導入）の施行の状況等に留意する。

・ 介護における「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性、介護サービスは長期間利用されること等の利用

者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行う。

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）④
（令和５年12月22日閣議決定）（抄）
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（能力に応じた全世代の支え合い）

◆ 介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲の見直し、多床室の室料負担の見直し）

・ 利用者負担が２割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは

医療サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開

始（2027年度～）の前までに、結論を得る。

（ⅰ） 利用者負担の「一定以上所得」（２割負担）の判断基準10について、以下の案を軸としつつ、検討を行う。

ア：直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応できると考えられる所得を有

する利用者に限って、２割負担の対象とする。

イ：負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利用者について、２割負担

の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限額の在り方について、2028年度までに、必要

な見直しの検討を行う。

（ⅱ） （ⅰ）の検討に当たっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在

り方と併せて早急に検討を開始する。

・ 令和６年度介護報酬改定で決定した、一部の介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の見直しを着実に実施する。そ

の上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う。

10 年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）である者（かつ合計所得金額については、160万円

以上220万円未満）。

（注）令和６年度予算編成 大臣折衝事項（令和５年12月20日）（抄）

介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の見直しについては、介護給付費分科会における議論を踏まえ、一部の施設（介護老人保健

施設においては「その他型」及び「療養型」、介護医療院においては「Ⅱ型」）について、新たに室料負担（月額８千円相当）を導入する。その上

で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う。（令和７年８月施行）

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）③
（令和５年12月22日閣議決定）（抄）

14



論点③ 「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準

15

【所得要件の機械的な選択肢】

○ 論点に対する考え方（P5）を踏まえ、範囲を拡大する場合に想定される所得基準（年金収入＋その他の合計所得金額）について、

所得上位30％までの範囲までで考えられる機械的な選択肢を以下の通りとし、後述する配慮措置の内容と組み合わせて、粗い財政効

果等の試算を行った。

【配慮措置の内容について】

○ 前回の部会でお示しした配慮措置について、ご意見も踏まえ、以下のとおり具体化した。これらについてどのように考えるか。

①：当分の間、新たに負担増になる者に、負担増加の上限（月7,000円）を設定

・ 急激な負担増を抑制するため、新たに２割負担になる利用者の負担増加額について、当分の間、一月分の１割負担の場合と比
べた負担増を最大の場合（月22,200円）の約1/3である、月7,000円に抑える。

・ 負担額の変化はP8のとおり。

②：預貯金等が一定額未満の者は申請により１割負担に戻す

・ 負担能力を所得と資産の両方から見ていくことが考えられるが、同じ収入階級でも預貯金等の額に幅がある実態を踏まえ、預
貯金等の額が一定額（※）以下の場合には、申請により、１割負担に戻す。

※ 高齢者世代や現役世代の預貯金の保有状況等を勘案して設定することが考えられるか。なお、所得の要件と預貯金の要件の組み合わせに

よっては、事務負担が増えることに留意する必要があるか。

・ 預貯金等の確認方法については、現行の補足給付の運用も踏まえ、自己申告を基本とした上で、金融機関への照会や不正な申
告が検知された場合の加算金を設けることで、申告の適正性の確保を図ることとする。

・ 施行に関する事務負担も考慮して検討することが必要。また、事務のフローのイメージは、P9のとおり。事務負担軽減の
考え方はP10のとおり。

・ その上で、全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）において「預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏
まえつつ、（中略）介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う」とあることから、預
貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、預貯金口座への付番状況等を踏まえ、今後も検討事項とすることが必要ではな
いか。

論点に対する考え方（検討の方向性）

260万円（夫婦326万円） 上位約25%

250万円（夫婦316万円）
上位25％と上位30％の間

240万円（夫婦306万円）

230万円（夫婦296万円） 上位約30%

社会保障審議会
介護保険部会（第130回） 資料１

令和７年12月１日
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現行 2割負担＋増加幅7000円まで 2割負担

配慮措置案１（負担上限額の設定）のイメージ

7,000円

新たに２割負担

となったときの

自己負担額

最大15,000円の

負担軽減

7,000円

１割負担のとき

の自己負担額

配慮措置対象 配慮措置対象外配慮措置対象外

7,000円

負担増加額は最大でも7,000円

○ 急激な負担増を抑制するため、新たに２割負担になる者の負担増加額について、当分の間、一月分の１割負担の
場合と比べた負担増を最大の場合（月22,200円）の約1/3である、月7,000円に抑える。
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配慮措置案２（預貯金要件）のイメージ

④負担割合証交付

① 要介護・要支援認定を受けている方に対して、毎年、保険者（市町村）において世帯状況・所得状況の把握を行い、利用者負
担割合の判定を実施し、新２割負担に該当し得る者にその旨を記載した仮の負担割合証を発行し、預貯金の申請を勧奨する。

② 勧奨を受けた被保険者のうち、預貯金が一定額以下の者は、申請。

③ 保険者において、預貯金等の額を確認し、要件を満たすかの判定を実施。その際、預貯金等の額が真正なものかを確認するため、
必要に応じて金融機関への照会を実施。

④ 要件を満たしている場合には、１割負担の認定証を作成・交付。

被保険者 保険者
（市町村）

①世帯状況・所得の
把握

①仮の負担割合
証交付・預貯金
の申請勧奨

預貯金要件の確認の主な流れ

②申請
③資産状況の把握

金融機関

③預貯金等照会
（必要に応じ）

③回答

④各要件判定・
事務処理
（システム入力等）④負担割合証発行

○ 預貯金等が一定額未満の者は申請により１割負担に戻すこととする。

○ 対象となる預貯金等は、補足給付と同様に、預貯金（普通・定期）、有価証券（株式、国債、地方債、社債な
ど）、投資信託、現金、負債（借入金・住宅ローン等）とし、通帳の写し等の疎明資料を添付し、自己申告。

○ 各保険者は、あらかじめ同意を得た上で、預貯金の状況について、必要に応じて、金融機関に照会。

○ 補足給付と同様に、不正受給が発覚した場合の給付額の返還に加えた加算金の徴収規定を設ける。

17
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介護保険制度の見直しに関する意見（令和７年 1 2月 2 5日 社会保障審議会介護保険部
会）における「一定以上所得」の判断基準関係部分抜粋

【③検討の方向性】

○ 本部会では、「一定以上所得」の判断基準について、配慮措置と併せて複数のパターンについて議論を行った。

○ 総論として、全世代型社会保障の考え方である「能力に応じた負担」に基づき検討を行う点については概ね意見の一致を見た。

○ こうした点を踏まえ、「能力に応じた負担」の観点から、対象者の所得水準の設定について、利用者への影響を緩和するため、適切

な配慮措置を実施することと併せて在り方の検討を深めるべきである。

○ 配慮措置については、個々の利用者の負担増加額に上限を設ける方法、預貯金額等の要件を設ける方法が考えられ、それぞれ、

・ 上限を設ける場合には、後期高齢者医療制度の２割負担導入の際に設けられた措置を参考に上限額を設定すること

・ 預貯金額等の要件を設ける場合には、介護保険の利用者や被保険者の預貯金等の水準に着目して設定すること

が考えられる。

○ なお、預貯金額等の要件を設ける場合、その預貯金等の確認については、正確性の担保と事務負担の観点が必要である。本部会にお

ける議論や現行の補足給付の運用も踏まえ、

・ 補足給付の事務も含めた事務負担の軽減

・ 自己申告を基本とした上で、不正な申告が検知された場合の加算金を設けるとともに、市町村が必要に応じて金融機関への照会を実

施することで、申告の適正性の確保を図ること

等の措置を講ずることと併せて、保険者や関係者の意見を聞き、更に検討を行うことが必要である。また、こうした検討のため、厚生

労働省において、事務の実態を把握するとともに、保険者との実務的な検討の場を設けるべきである。

○ なお、改革工程において「預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、（中略）介護保険における負担への金融資産等

の保有状況の反映の在り方について検討を行う」とされていることから、政府として預貯金等へのマイナンバーの付番を推進し、その

状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、引き続き検討を行うことが適当である。

○ こうした議論を踏まえ、能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、「一定以上所得」の判断基準

の見直しについて検討する必要がある。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必

要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等に加えて、令和８年度に見込まれる医療保険制度における給付と

負担の見直し、現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検討し、第 10 期介護

保険事業計画期間の開始（令和９年度～）の前までに、結論を得ることが適当である。
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